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1. はじめに 
  
 

Madrid e-Filing（マドリッド イーファイリング）はWIPOが提供するWeb サービ

スです。商標の国際登録の出願手続をオンラインで行うことができます。 

本書はMadrid e-Filingを利用する際の手続ガイドです。本書の読者は、Madrid e-

Filingを利用して本国官庁としての日本国特許庁へ国際登録の出願手続を行う出願人又

は代理人（以下、「申請人」という。）を想定しています。 

本書では、申請人が商標の国際登録出願を本国官庁に提出する方法、当該出願につ

いて本国官庁からの不備連絡に対応する方法及びWIPOからの欠陥通報に対応する方

法について手順を概説しています。 

 

本書で用いる主な用語は次のとおりです。 

用語 

本国官庁：日本国特許庁 

IBまたはWIPO：世界知的所有権機関 

IB = International Bureau 

   WIPO = World Intellectual Property Organization 

 

注意 

Madrid e-Filing では画面上に表示される項目の表示言語を日本語に表示を切り替え

ることができますが、以下の点に注意してください。 

 

・国際登録出願の各項目は英語（半角英数字）で入力する必要があること 

日本国特許庁を本国官庁とする国際登録出願は英語で行う必要があります。画面上の

各欄は英語（半角英数字）で入力してください（プルダウンリストやチェックボック

スなどは除く）。英語で記載すべき項目が日本語で入力されている場合、本国官庁

（日本国特許庁）より修正の連絡がなされる場合があります。不備がある状態では本

国官庁から WIPO 国際事務局に提出することができませんので、Madrid e-Filing で

出願情報を入力後、本国官庁へ提出する前に記載不備がないか確認してください。詳

細は「4.16 Validation における最終確認」を確認してください。 

 

・画面項目の日本語表示は参考であること 

表示言語の切り替えによる日本語表示は参考情報です。必ず英語表示により画面項目

を確認して入力してください。 
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注意 

Madrid e-Filing の仕様は、提供元のWIPO により予告なく変更されることがありま

す。当ユーザーガイドは、本国官庁で確認した動作に基づいて記載をしております

が、当ユーザーガイドの記載のとおりに動作することを保証するものではありませ

ん。 

また、MM2 様式を使用した出願では任意記載とされている項目につきMadrid e-

Filingでは記載が必須となっている場合等があるため、MM2 様式を使用した場合と

Madrid e-Filingを使用した場合では、出願できる内容に相違があります。Madrid e-

Filingでは対応していない内容で出願したい場合はMM2 様式をご利用ください。 
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2. Madrid e-Filing へのアクセス 
 

 本セクションでは、以下の事項について説明します。 

・WIPOアカウントの作成手順 

・特許庁 HPからの Madrid e-Filingログイン画面へのアクセス 

 

2.1 WIPO アカウントの作成 
 

Madrid e-Filing を利用するには、事前にWIPOアカウントを作成する必要がありま

す。WIPOアカウントの作成は、WIPOのWeb サイトより行うことができます。 

 

WIPO アカウント作成ページへの URL： 

https://www3.wipo.int/wipoaccounts/generic/public/register.xhtml?lang=ja 

 

WIPOアカウント作成画面 

（上記はアカウント作成画面の一部です。） 

画面上の指示に従い、アカウント作成に必要な情報を入力します。入力項目名に

「*」が付されている項目は入力必須です。また、各項目には日本語を含む非ラテン文

字、スペース、特殊文字・記号を使用することができません。 

https://www3.wipo.int/wipoaccounts/generic/public/register.xhtml?lang=ja
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 WIPOアカウント作成については FAQも確認してください。アカウント作成画面上

部の「ヘルプ」から FAQにアクセスできます。（「よくある質問（FAQ）」） 

 

注意 

WIPO アカウントは WIPO により管理されています。WIPO アカウントに関する各種

お問い合わせは WIPO に直接連絡してください（日本国特許庁では対応できませ

ん）。 
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2.2 Madrid e-Filing へのログイン 
 

WIPOアカウントを作成後、日本国特許庁の HPからMadrid e-Filingのログイン画

面にアクセスします。 

 

日本国特許庁 HP（https://www.jpo.go.jp/）にアクセスします。HPの画面上部に

表示されるメニューから［制度・手続］をクリックしてリスト形式のメニューを表示

し、リストより、[国際出願]をクリックします（画像中央赤枠部分）。 

 

 
 

  

https://www.jpo.go.jp/


Madrid e-Filing User Guide                                                                                                            9 

 

［国際出願（商標）］の画面が表示されたら「2.手続」をクリックし、「Madrid e -

Filing による国際出願手続」をクリックします。 
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Madrid e-Filing による国際出願手続のページが表示されます。 

 

 

手続を行う前に、このページの「【必ずお読みください】利用上の注意点」（緑枠）

をご一読ください。 
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前ページにて赤枠で示した「WIPO Madrid e-Filing（外部サイトへリンク）」をク

リックするとMadrid e-Filingのログイン画面が表示されます。WIPOアカウント作成

時に設定したユーザー名とパスワードでログインします。 

 

Madrid e-Filing へログイン後、申請人用画面が表示されます。 



Madrid e-Filing User Guide                                                                                                            12 

 

3. Madrid e-Filing の設定 
 

 本セクションでは、以下の事項について説明します。 

・Madrid e-Filing の各種設定 

・My portfolio（案件リスト）画面に表示される情報の見方 

・History（履歴）、eDossier（eドシエ）に表示される情報の見方 

 

3.1 各種設定 
 

Madrid e-Filing を初めて利用する際に、「Settings」画面で各種設定することをお

すすめします。 

画面右上に配置されている「Settings」ボタンをクリックすると「Settings」画面が

開きます。 
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₈Settings」画面では、 

・初期表示する本国官庁 

・本国官庁とのコミュニケーションに使用する言語 

・WIPOとのコミュニケーションに使用する言語 

・画面の表示言語 

等が設定できます。ここで設定された内容は、出願作成画面において自動的に入力・

反映されます。 

 

・日本を本国官庁とする場合（赤枠）。 

 Preferred national office：Japan（初期表示する本国官庁：日本） 

 Preferred correspondence language with office of origin：Japanese 

（本国官庁とのコミュニケーションに使用する言語：日本語） 

を選択し、「save」ボタンで設定します。 

 

・画面の表示言語を日本語にする場合（緑枠） 

 Preferred on-screen language ：日本語（画面表示言語：日本語） 

を選択し、「save」ボタンで設定します。 

なお、日本語表示は申請人の理解を補助するための参考情報であり、各入力欄には

英語（半角英数字）で入力する必要がありますので、注意してください（「1.はじめ

に」の注意参照）。当ユーザーガイドでは英語表示の画面を使用して説明していま

す。 

 

・他の申請人と出願情報を共有する場合（青枠）。 

共有したい申請人のユーザーID とメールアドレスを入力・追加し、「Save」ボタン

で設定します。追加されたユーザーは自身のアカウントによるログインで、共有者の

出願一覧情報の表示・編集をすることができます。 

注意 

共有者のアカウントに紐付くすべての出願が共有されますので、この機能は、慎重に

使用してください。設定の変更により、ユーザーは、いつでも付与したアクセス権を

削除することができます。 
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3.2 My Portfolio  (案件リスト)の見方  
 

「My portfolio」（案件リスト）には、作成した国際登録出願（International 

Application = IA）が表示されます。出願情報は、Madrid e-Filingのアカウントに永続

的に保存され、「My portfolio」から出願の PDF コピーをダウンロードすることが可

能です。 

 

ログイン後、最初に「My portfolio」画面が表示されます。イメージは以下のとおり

です。出願の一覧が表示されています（出願作成中のものを含む）。 

 
 

別の画面から「My portfolio」画面に移るには、画面右上の「My Portfolio」をクリ

ックします。 
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「My Portfolio」画面には、出願作成中も含め各出願の以下の情報が表示されます。 

列名 列に表示される情報 

Number 

（基礎の出願番号） 

国際登録出願（IA）の基礎となる国内出願の出願番号です。 

基礎出願が登録済みの場合も、出願番号が表示されます。 

Office 

（官庁） 

本国官庁の国が表示されます。 

日本が本国官庁である場合、JPと表示されます。 

Reference 

（出願人整理番号） 

申請人が自身で出願を管理するための整理番号を入力した場合

に表示されます。 

Mark text 

（標章文字部分） 
標章の文字部分を入力した場合に表示されます。 

last updated 

（最終更新日） 

国際登録出願が最後に修正された日、またはステータスが変更

された日です。 

Paid 

（支払済み） 

国際登録出願に係る手数料（本国官庁手数料を含むWIPO国際

事務局に支払う手数料）を支払済みか否かが表示されます。 

Status 

（ステータス） 

国際登録出願が出願プロセスのどの時点に到達したかが表示さ

れます。 

 

各出願の Status列に表示される状態は以下のとおりです。 

Status の種類 各 Status の説明 

Incomplete application 

（未完成の出願） 

国際登録出願の作成が開始されましたが、作成と本国官

庁への提出が完了していない状態です。作業権限は申請

人にあります。 

Submitted to Office 

（本国官庁に提出済み） 

国際登録出願の作成が完了し、本国官庁に提出された状

態です。作業権限は本国官庁にあります。申請人は、国

際登録出願への読み取り専用アクセス権を有します。 

Office examination 

（本国官庁審査中） 

本国官庁が国際登録出願の認証を開始した状態です。作

業権限は本国官庁にあります。申請人は、国際登録出願

への読み取り専用アクセス権を有します。 

Correction pending 

（不備是正待ち） 

本国官庁の認証プロセスにおいて不備が見つかり、申請

人が修正するために、国際登録出願が本国官庁から申請

人に返却された状態です。作業権限は申請人にありま

す。修正ができるのは、本国官庁が修正を求めている画

面のみに制限されます。 
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Rejected by Office 

（官庁により却下） 

申請人または本国官庁が、支払い不足、取下げ、欠陥な

ど様々な理由で出願を却下・取下げした場合の状態で

す。 

Archived 

（アーカイブ済み） 

却下された出願は、1 ヶ月後にアーカイブ出願となりま

す。 

Submitted to WIPO 

（WIPOに提出済み） 

国際登録出願が本国官庁から WIPO国際事務局に提出さ

れた状態です。国際登録出願はまだ WIPO国際事務局に

到達していません。 

WIPO Processing 

（WIPO処理中） 

国際登録出願が本国官庁から WIPO国際事務局に提出さ

れた状態です。本国官庁と申請人は読み取り専用で国際

登録出願にアクセスすることができます。 

Irregularity pending 

（欠陥通報応答待ち） 

国際登録出願に欠陥があるため、WIPO国際事務局から

申請人に返送された状態です。申請人の応答が必要で

す。作業権限は申請人にありますが、編集は「WIPO 

Irregularity」画面に限定されます。 

Irregularity examination 

（欠陥応答審査中） 

欠陥応答を含む国際登録出願が申請人から本国官庁に提

出された状態です。本国官庁において欠陥応答の確認と

認証をしています。 

Irregularity correction 

（欠陥是正） 

欠陥通報への応答に不備があり、申請人による修正のた

めに、本国官庁が国際登録出願を申請人に返却した状態

です。作業権限は申請人にありますが、編集は「WIPO 

Irregularity」画面に限定されます。 

Irregularity submitted 

（提出済みの欠陥） 

欠陥の応答と共に国際登録出願がWIPO国際事務局に提

出された状態です。国際登録出願はまだWIPO国際事務

局に到達していません。 

Registered 

（ 登録済み） 

国際登録番号で更新された出願の状態です。これは国際

登録手続が完了したことを申請人と本国官庁に知らせる

ものです。 
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「My portfolio」画面に表示された各出願の右端の歯車のアイコンをクリックすると、

出願の詳細が表示されます。 

 
 

表示される詳細は、出願の状態（Status）により異なります。主な画面は以下のとお

りです。 

 

１）Status列の表示が Incomplete  application （未完成の出願）の場合 

 
Language： 言語 

Reference： 出願人整理番号（申請人が国際登録出願作成時に付した整理番号） 

Mark text ： 標章の文字部分 

WIPO Service request： WIPOサービスリクエスト番号 

International Application： 国際登録出願（コピーのダウンロード用リンク） 

Delete： 削除ボタン（Incomplete applicationの国際登録出願は申請人が削除するこ

とができます）  

ADPAS 

ADPAS 
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２）Status列の表示が、Submitted  to  Office （本国官庁に提出済み） または Office  

examination （本国官庁審査中）であり、WIPOに銀行振込で手数料の支払いを行っ

ている場合 

出願に手数料の支払い情報の紐付けをすることができます。通常は不要な作業です

が、WIPOによる紐付けに時間を要している場合に、申請人側で行うことで手続が円滑

になります。 

 
 

「Go to payment」を押すと以下の画面が表示されます。WIPOから Payment 

reference が通知されている場合は、Payment reference 欄に通知された番号を入力し

「Match」ボタンを押下して照合することができます。 

 
 

  

ADPAS 
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３）Status列の表示が、Correction  pending  （不備是正待ち）の場合 

申請人は、提出された国際登録出願に対して本国官庁が付した不備を閲覧することが

できます。 

 

Display irregularities： 本国官庁が付した不備を表示するボタン 

 
 

「Display irregularities」ボタンを押下すると以下のように不備の確認を行うことがで

きます。 

 
 
 

  

ADPAS 
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４）Status列の表示が、WIPO Processing （WIPO 処理中）である場合 

 WIPOサービスリクエスト番号がハイパーリンク付きで表示されます。この番号をク

リックすると、Madrid Monitorの 「Real-time search」画面に移行し、WIPOでの処

理状況を照会することができます。 

 
 

Madrid Monitorの「Real-time search 」画面 

 

 
  

ADPAS 

https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/
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５）Status列の表示が、Irregularity  pending （欠陥通報応答待ち）、Irregularity  

correction  （欠陥是正）の場合 

WIPOからの欠陥通報の内容を閲覧することができます。 

 
 

「Display irregularities」ボタンを押下すると以下のように WIPO からの欠陥通報の内

容を確認することができます。 

 
 

６）Status列の表示が、Registered （登録済み）の場合 

国際登録番号が表示されます。この国際登録番号をクリックすると、Madrid Monitor

の画面に移動し国際登録を確認することができます（画面イメージは省略）。 

ADPAS 

https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/
https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/
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3.3 History (履歴)と eDossier(e ドシエ)の見方 
 

「My portfolio」画面に表示された案件のうち、申請人に編集権限がない Statusに

なっている案件の Numberをクリックすると、「Request information」の画面が開

き、「History」(履歴)と「eDossier」(ｅドシエ)のタブが確認できます。 

一方、申請人に編集権限がある Statusになっている案件の Numberをクリックする

と、編集画面に遷移します。 

 

「History」(履歴)のタブには、その案件の履歴が表示されます。 

 
 

「eDossier」(ｅドシエ)のタブには、すべての書類と添付資料が表示されます。申

請人は、「Generate complete IA dossier」をクリックすることで、それらをまとめ

た 一つの PDF を作成することができます。 
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4. 国際登録出願手続 
 

本セクションでは以下について説明します。 

・国際登録出願の作成手順 

・出願情報の入力画面の操作方法 

 

4.1 出願の作成開始 
 

新規に国際登録出願の作成を開始するには、「My portfolio」画面において、左上

の「New application」ボタンをクリックします。 

 
 

出願情報の入力画面に遷移します。 

画面左側に、国際登録出願の入力欄等のメニューが縦に並んで表示されます（赤枠

部分）。画面右側に、メニュー上、背景が青くなっているもの（下記イメージでは

「Basic application or registration」）の入力画面が表示されています。 
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入力が完了したら、画面右上に表示される次のメニュー名（緑枠部分）をクリック

して次のメニューに遷移します。項目名に赤いアスタリスク（*）が付されている場合

は入力が必須ですので、未入力のまま次のメニューに進むことはできません。 

画面左の各メニューをクリックすることでも各メニュー画面に遷移できますが、未

完了のメニューを飛び越えて先のメニューを表示することはできません。 

次のメニューに遷移することで、それまで入力したデータが保存されます。 

 

４.２以後で各入力画面の画面項目と、入力・操作方法を説明します。 

 

 以後、Madrid e-Filing画面上の各入力項目について、国際登録出願の願書

【MM2 】様式での対応欄を記載しています（例：［MM2 様式：第 5 欄］）。 

各入力項目の記載要領については、特許庁 HPにおいて公表している「実務者向け

テキスト（国際商標出願の手続）」の「第 3 章 国際登録出願時の手続（願書等）」

の各欄の説明も併せて参照してください。 

特許庁 HP: 実務者向けテキスト（国際商標出願の手続） 

https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/tetuzuki/madopro-jitsumu-text.html 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/tetuzuki/madopro-jitsumu-text.html
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4.2 Basic application or registration の入力 
 

「Basic application or registration」画面は国際登録出願の作成において最初に表示

される画面です。 

 

 

■General  

・Office of origin ： 本国官庁。「3.1 各種設定」で設定済みの官庁が表示されていま

す。本国官庁が日本の場合は「JP – Japan」です。 

・Filing language ： 出願言語。「3.1 各種設定」で設定済みの言語が表示されていま

す。本国官庁が日本の場合は「English」です。 

・Applicant's Reference （任意）： 出願人整理番号。出願人が管理用に必要な場合

に入力します。 

 

■Basic application or registration （基礎出願又は基礎登録） 

［MM2 様式：第 5 欄］ 

基礎商標情報は以下の２つの方法により入力することができます。 

・WIPO Global Brand Database からのインポートによる入力（⇒4.2.1 へ） 

・手動による基礎商標情報の入力（⇒4.2.2 へ） 

 

次ページ以降にそれぞれの入力方法と注意点について説明します。 

  

https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/tetuzuki/document/madopro-jitsumu-text/madopro-jitsumu-3.pdf#page=8
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4.2.1 WIPO Global Brand Database からのインポートによる基礎商標情報の入力 

「Import basic application or registration」ボタンをクリックすると以下の画面が表

示されます。Application number（出願番号）または Registration number（登録番

号）を入力し、「Search」ボタンをクリックして検索します。 

 
 

 該当する情報がWIPO Global Brand Database 上に存在する場合は、商標の情報が

表示されます。内容を確認し、「OK」ボタンを押して情報をインポートします。 

 
 

情報がインポートされると画面に表示されます。 

 
 

基礎が複数ある場合は、「Import another basic application or registration」ボタン

（緑枠）から同様の手順で追加します。それら基礎の Current holder（現在の名義
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人）、Mark type （標章のタイプ）、Mark（標章）はすべて同一でなければなりませ

ん。 

 

注意 １件目の基礎商標を誤ってインポートした場合 

次のメニューに遷移する前であれば基礎情報を削除し改めてインポートできます

が、次のメニューに遷移することにより情報が保存された場合は削除できなくなりま

す。本国官庁による職権訂正もできません。誤って１件目をインポートし保存された

場合は、新たに出願を作り直してください。出願後に誤記が判明した場合、当該出願

を取り下げて新たに出願しなおしていただく必要が生じる可能性があります。その場

合、当初の出願日は担保されませんのでご注意ください。 

なお、複数の基礎を入力する場合、２件目以降の基礎情報は、保存された後も削除

することが可能です。 

 

インポートされる基礎商標情報について 

基礎とする商標（日本国特許庁に係属する商標出願、又は登録された商標登録）の

情報は、WIPO Global Brand Database よりインポートされます。 

インポートされる基礎商標情報は、以下のとおりです。 

・基礎出願／登録の出願人／権利者の氏名、住所 

・（存在する場合は）代理人の氏名、住所 

・基礎出願／登録の商標（図形商標は商標イメージ、文字商標は文字） 

・基礎出願／登録の指定商品・役務情報 

基礎とする商標の情報がWIPO Global Brand Database に収録されていない場合

は、「4.2.2 手動による基礎商標情報の入力」で後述する手動による入力ができます。 

なお、インポート機能により取り込まれた上述の情報は、不十分である可能性があ

ります（商標のイメージが取り込まれないなど）。各入力欄で情報を必ず確認し、必

要に応じて修正してください。 

また、インポートされる情報はすべて日本語で表示されますので、英語で入力しな

おす必要があります。指定商品・役務情報のみ、「Goods and services」画面で自動

で翻訳されますが、意図する表示となっているかなどを確認し、必要に応じて修正し

てください。 

 

WIPO Global Brand Database について 

WIPO Global Brand Database は、WIPOが商標情報を各国知財庁などから収集し、公

開しているデータベースです。日本国特許庁から公開されている情報を定期的にWIPO

に提供しております。WIPO Global Brand Database へのデータの反映状況は、WIPO 
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Global Brand Database のメニューから「DATA COVERAGE」をご確認ください。更

なる詳細を確認したい場合はWIPOにお問い合わせください。 

 

複数の基礎情報をインポートする際に不具合が発生した場合 

複数の基礎情報をインポートする場合で、２件目以降のインポートが正常にできな

いときは、以下の操作を行ってください。 

（１）「Designations」ボタンを押して次の画面に遷移する（ここまでに入力した

内容が保存されます）。 

 
 

 （２）「My portfolio」ボタンを押し一度「My portfolio」に戻り、該当案件の

Numberを押下し、該当案件の編集画面を再度開く。 

 
 

（３）「Import another basic application or registration」ボタンから２件目以降の

基礎番号を入力しインポートを行う。 
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4.2. 2  手動による基礎商標情報の入力 

「Add basic application or registration」ボタンをクリックして基礎とする商標の

情報を入力します。なお、商標登録を基礎とする場合は、（２）を参照し必ず登録番

号・登録日を入力してください。 

 

（１）商標出願を基礎とする場合 

「An application」を選択し、以下の情報を入力します。 

・Application number（出願番号）  

・Application date（出願日） 

 

 

（２）商標登録を基礎とする場合 

「A registration」を選択し、以下の情報を入力します。 

・Application number（出願番号）  

・Application date（出願日） 

・Registration number（登録番号）  

・Registration date（登録日） 
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１件目の基礎情報を手動による基礎商標情報の入力で入力した場合は、後続の画面に

おいて全て手動で入力します。 

 

注意 １件目の基礎情報を誤って入力した場合 

 次のメニューに遷移する前であれば入力した基礎情報を修正・削除することができ

ますが、次のメニューに遷移することにより情報が保存された場合は、インポートに

より基礎情報を入力した場合と同様に、修正・削除できなくなります。誤って１件目

を入力し保存された場合は、新たに出願を作り直してください。出願後に誤記が判明

した場合、当該出願を取り下げて新たに出願しなおしていただく必要が生じる可能性

があります。その場合、当初の出願日は担保されませんのでご注意ください。 

なお、複数の基礎を入力する場合、２件目以降の基礎情報は、保存された後も削除

することが可能です。 
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4.3 Designations の入力 
 

■Designations （指定締約国）                                            ［MM2 様式：第 11 欄］ 

「Designations」画面では、国際登録出願によって商標権の取得を求める国・官庁

を選択します。 

米国、欧州連合知的財産庁（EUIPO）など一部の指定締約国を選択した場合は、追

加の説明が画面下部「Remarks」部分に表示されます（赤枠部分）。 

https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/tetuzuki/document/madopro-jitsumu-text/madopro-jitsumu-3.pdf#page=15
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米国、EUIPOを指定した場合には、それぞれ以下のメニューが一覧に追加されます

（赤枠部分）。 

Seniority claim  優先順位の主張 

EUIPOを指定締約国として選択した場合に追加され

ます。優先順位の主張をする場合に MM17 CLAIM OF 

SENIORITY（優先順位の主張）の情報を入力します。 

Declaration of Intention to use  標章を使用する意

思の宣言書 

米国を指定締約国として選択した場合に追加されま

す。MM18 DECLARATION OF INTENTION TO USE 

THE MARK（標章を使用する意思の宣言書）の情報を

必ず入力します。 

注意 

「Declaration of Intention to use 」（標章を使用す

る意思の宣言書）の作成について 

共同出願の場合には、全ての出願人を代表して一人

の出願人が署名してMM18 を作成します。出願人の

人数分のMM18 を作成する必要はありません

（Madrid e-Filingのシステム上から作成できるのは

画面上に表示される一通のみです）。 

また、Madrid e-Filing により国際登録出願を行う

場合は、「Declaration of Intention to use」画面上に

表示される入力項目に入力することで MM18 を作成

し提出できますが、サインした MM18 様式を取り込

んだ電子ファイルを提出することもできます。詳細は

「4.12 Declaration of Intention to use の入力（米国

を指定国官庁とする場合）」を参照してください。 

 

MM17 CLAIM OF SENIORITY（優先順位の主張）、MM18 DECLARATION OF 

INTENTION TO USE THE MARK（標章の使用意思の宣言）については以下資料をご確

認ください。 

特許庁 HP：実務者向けテキスト（国際商標出願の手続） 

優先順位の主張（MM17） 

標章を使用する意思の宣言書（MM18）  

https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/tetuzuki/document/madopro-jitsumu-text/madopro-jitsumu-mm17.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/tetuzuki/document/madopro-jitsumu-text/madopro-jitsumu-mm18.pdf
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4.4 Applicant(s) の入力 
 

■Applicant(s) （出願人）               ［MM2 様式：第２欄］ 

「Applicant(s)」画面で出願人情報を入力します。 

 

（１）基礎となる商標をWIPO Global Brand Database からインポートした場合

 
 氏名（名称）欄をクリックすると入力欄が開きます。WIPO Global Brand 

Database から取り込まれる出願人情報は日本語ですが、国際登録出願の出願言語は

英語です。必ず出願人情報を英語で入力し直してください。 

 

（２）基礎となる商標を手動により入力した場合 

「Add applicant」をクリックし表示される入力欄に記入します。 

出願人が複数存在する場合、２人目以降は「Add another applicant」ボタン（緑枠）

をクリックして追加します。 

 

次ページ以降に入力例を示します（（１）、（２）共通）。 

  

https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/tetuzuki/document/madopro-jitsumu-text/madopro-jitsumu-3.pdf#page=4
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（ａ）出願人情報の入力例（法人の場合） 

■General information （基本情報） 

Name ：法人名称を、ローマ字を使用して音訳又は英語に翻訳して記載してください。 

［MM2 様式：第 2 欄(a)］ 

Address ：市区町村・町名・番地など、行政区画を省略せずに、「,」（カンマ）で区

切って記載してください（行政区画のうち、字、大字については記載を省略可）。建

物名、階数などの記載は省略できます。私書箱や c/oは認められません。 

［MM2 様式：第 2 欄(b)］ 

Telephone ：国コードの「81」から記載し、地域コードの頭の「0」を省略して記載し

ます。                              ［MM2様式：第 2 欄(d)］ 

Applicant type ：Legal entityにチェックを入れます。 

Legal nature ：法人の種類（法的性質）を記載します（Corporation など）。 

State  (法人格のある国)  ：日本の法人であれば「Japan」と記載します。 

Territory （法人が登記されている州）：Stateが Japanである場合は記載不要です。 

   ［MM2 様式：第 2 欄(e) (ii)］ 

 

注意 

Address の入力欄が「Address」、「City」、「Postal Code」に分かれて表示される

場合があります。 

https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/tetuzuki/document/madopro-jitsumu-text/madopro-jitsumu-3.pdf#page=4
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/tetuzuki/document/madopro-jitsumu-text/madopro-jitsumu-3.pdf#page=5
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/tetuzuki/document/madopro-jitsumu-text/madopro-jitsumu-3.pdf#page=6
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/tetuzuki/document/madopro-jitsumu-text/madopro-jitsumu-3.pdf#page=6
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・Address には番地及び区町村名等、City には市名及び都道府県名、Postal Code に

は郵便番号を記載します。 

 

注意 

Show more address fields をクリックすると、以下のように更に詳細な住所記入欄が

表示されます。 

 
これらの欄に記載した情報は国際登録の Address 欄において意図しない位置に記載さ

れる場合があるため、Building以下のこれらの欄には記載しないことを推奨します。

ビル名や部屋番号、階数を記載する場合は、Address 欄の番地の前に記載してくださ

い。 

 

■Entitlement to file （出願の資格）                ［MM2 様式：第３欄］ 

① 出願人が日本の法人である場合 

 
Entitlement as a national にチェックを入れます。 

 

 

https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/tetuzuki/document/madopro-jitsumu-text/madopro-jitsumu-3.pdf#page=7
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② 出願人が外国法人であって、General information に記載した Address は日本国内

ではないが、日本国内に現実かつ真正の工業上若しくは商業上の営業所を有する場

合 

 
Entitlement through establishment: Japan及び Provide another address にチェッ

クを入れ、日本国内の営業所の Address を入力します。 

 



Madrid e-Filing User Guide                                                                                                            38 

 

（b）出願人情報の入力例（自然人の場合） 

■General information （基本情報） 

 
Name ：出願人の氏名を使用されている順序で記載します。日本人であれば「姓→

名」の順で記載します。 

Address ～Telephone ：（１）出願人情報の入力例（法人の場合）の場合と同様で

す。Address の入力欄に関する注意も参照してください。 

Applicant type ：Natural personにチェックを入れます。  

Nationality ：出願人の国籍に該当する国名を選択します。 

［MM2 様式：第 2 欄(a)～(e) (i)］ 

 

■Entitlement to file （出願の資格）          ［MM2 様式：第３欄］ 

① 出願人が日本国民である場合 

 
Entitlement as national（日本国民）にチェックを入れます。 

https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/tetuzuki/document/madopro-jitsumu-text/madopro-jitsumu-3.pdf#page=4
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/tetuzuki/document/madopro-jitsumu-text/madopro-jitsumu-3.pdf#page=7


Madrid e-Filing User Guide                                                                                                            39 

 

② 出願人が外国人であって、現実に日本国内に居住し、General information に記載

の Address が日本国内である場合 

Entitled through domicile（日本の居住者）及び Reuse the contact information 

provided above をチェックしてください。 

 

③ 出願人が外国人であって、現実に日本国内に居住し、General information に記載

の Address が日本国内ではない場合 

Entitled through domicile（日本の居住者）及び Provide another address にチェッ

クして日本の Address 等を入力してください。私書箱や c/o は認められません。 

 



Madrid e-Filing User Guide                                                                                                            40 

 

4.5 Representative の入力 
 

■Representative （代理人）                ［MM2 様式：第 4 欄］ 

代理人を選任する場合は、「Applicant(s)」画面と同様に、「Representative」画面

から代理人情報を入力します。 

 

（１）代理人を選任しない場合 

「Appointed representative？」欄で Noを選択し、次の画面に進んでください。 

 

 

（２）代理人を選任する場合 

「Appointed representative？」欄で Yes を選択し、表示される各欄に入力してくださ

い。 

 

注意 

基礎となる商標を WIPO Global Brand Databaseからインポートした場合 

WIPO Global Brand Database から取り込まれる代理人情報は日本語ですが、国際登録

出願の出願言語は英語です。必ず代理人情報を英語で入力し直してください。国際登

録出願で新たに代理人を選任する場合も同様に英語で入力してください。 

https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/tetuzuki/document/madopro-jitsumu-text/madopro-jitsumu-3.pdf#page=7
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また、WIPO Global Brand Database から基礎をインポートした場合でも、代理人

情報が取り込まれないことがありますのでご注意ください。 
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4.6 Languages and correspond ence の入力 
 

「Languages and correspondence」画面では、WIPO及び本国官庁と連絡する際の

言語等を指定することができます。 

 

 
■Languages （言語） 

・Preferred correspondence language with WIPO （WIPO との通信言語）: 

［MM2 様式：第 2 欄(f)］ 

WIPOから発信される通知の言語として、「3.1 各種設定」で設定済みの言語が表示

されていますが、出願ごとに言語の選択が可能です。 

なお、出願人が代理人を選任している場合、WIPO国際事務局は原則として代理人に

通知を送付します。代理人を選任していない場合、WIPO国際事務局は出願人に通知を

送ります。 

 

・Preferred correspondence language with office of origin （本国官庁との通信言語）: 

「3.1 各種設定」で設定済みの言語が表示されています。本国官庁（日本国特許庁）

との通信言語は「日本語のみ」です。 

 

・Second language for European Union Intellectual Property Office (EUIPO)  

    ［MM2 様式：第 11 欄 第二言語選択］ 

指定国に EUIPOがある場合は第二言語の入力が必要です。「Designations」の画面

で「EM」を選択している場合に、Second language for European Union Intellectual 

Property Office (EUIPO)欄が表示されます。 

 

 
 

 

  

https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/tetuzuki/document/madopro-jitsumu-text/madopro-jitsumu-3.pdf#page=6
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/tetuzuki/document/madopro-jitsumu-text/madopro-jitsumu-3.pdf#page=15
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■Correspondence （通信）             ［MM2様式：第 2 欄(g)］ 

代理人を選任していない場合は、「Will be sent to this address」（緑枠）をクリッ

クすることにより、連絡のための代替の通信先を入力することができます。 

「Representative」の画面で代理人を選任している場合は、Correspondence 欄は表

示されません。 

 

https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/tetuzuki/document/madopro-jitsumu-text/madopro-jitsumu-3.pdf#page=6
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4.7 Mark の入力 
 

Mark画面では標章および関連する情報を入力します。  

［MM2 様式：第 7 欄、第 8 欄、第 9 欄］ 

なお、手動で基礎情報を入力した場合には、標章情報を入力する必要があります。

インポートにより基礎情報を入力した場合でも、情報が反映されていない場合は、必

要な情報をこの画面から入力してください。 

 

 
 

 

 

https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/tetuzuki/document/madopro-jitsumu-text/madopro-jitsumu-3.pdf#page=10
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/tetuzuki/document/madopro-jitsumu-text/madopro-jitsumu-3.pdf#page=11
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/tetuzuki/document/madopro-jitsumu-text/madopro-jitsumu-3.pdf#page=12
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■Mark （標章）  

・Type :                      ［MM2 第7欄(c) 第9欄(d)］ 

基礎の商標の種類に応じて、ドロップダウンリストから選択します。 

 

 

基礎出願／登録の商標が「標準文字であり、かつラテン文字のみ」である場合に

は、「Word」を選択し、Text欄のTrademarkに文字商標の文字列を入力することで

標章の入力をすることができます。この場合に、国際登録出願においても標準文字

の主張をする場合は、「The mark is a mark in standard characters」にチェックし

ます。システムの仕様上、Madrid e-Filingにおいて標準文字の主張は、Type欄にお

いてWordを選択した場合のみ可能です。 

 

基礎出願／登録の商標が、上記以外の文字商標又は図形商標である場合は、Type

を「Figurative」に変更し、商標イメージを画面からアップロードしてください。基

礎出願／登録の商標が標準文字でない場合や、基礎出願／登録の商標が

場合がこれに該当します。 

 

基礎出願／登録の 

商標 

Mark typeの 

選択 

標章イメージ 

添付の要否 

国際登録出願での

標準文字宣言可否 

標準文字かつ 

ラテン文字のみ 
Word 不要 可 

ラテン文字のみであるが 

標準文字でない 
Figurative 添付必須 

Madrid e -Filing 上

では不可 

ラテン文字以外の文字を含む 

文字商標 

（日本語を含む文字商標など） 

Figurative 添付必須 不可 

 

https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/tetuzuki/document/madopro-jitsumu-text/madopro-jitsumu-3.pdf#page=11
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/tetuzuki/document/madopro-jitsumu-text/madopro-jitsumu-3.pdf#page=13


Madrid e-Filing User Guide                                                                                                            46 

 

基礎出願／登録の商標が立体商標の場合は「3-D」、音商標の場合は

「Sound」、色彩のみからなる商標の場合は「Color」、「動き商標」の場合は

「Figurative」をそれぞれ選択してください。 

 

・Kind :                                     ［MM2 第9欄(d)］ 

MarkのKindは、基礎の商標が団体商標である場合にのみCollectiveに変更してく

ださい。 

 

 以降の画面については、Mark Typeの選択に応じて表示される画面が異なるため、

基礎商標に応じた以下の説明を参照してください。 

 

 

4.7.1 基礎出願／登録が「文字商標」の場合 

Basic application or registration の画面で基礎情報をインポートにより入力した場

合、Mark欄のTypeが「Word」として表示されます。また、Text欄のTrademarkに文

字商標の文字列が表示されます。手動で基礎情報を入力した場合は、Text欄の

Trademarkに文字商標の文字列が表示されないため、手動で入力してください。 

 

基礎出願／登録の商標が「標準文字であり、かつラテン文字のみ」である場合に

は、商標イメージの添付は不要です。Text欄の Trademark に表示された文字列が、国

際登録の標章見本として扱われます。 

この場合に、国際登録出願においても標準文字の主張をする場合は、「The mark is 

a mark in standard characters」にチェックします（MM2 様式：第 7 欄(b)）。 

 

基礎出願／登録の商標が上記以外の文字商標である場合には、Typeを

「Figurative」に変更し、商標イメージを画面からアップロードしてください。基礎出

願／登録の商標が標準文字でない場合や、基礎出願／登録の商標が日本語などのラテ

ン文字以外の文字を含む場合がこれに該当します。 

この場合、システムの制約上、国際登録出願において標準文字の宣言（「The mark 

is a mark in standard characters」にチェック）をすることができません。ラテン文字

のみからなる文字商標であって、基礎出願／登録の商標が標準文字でない商標につい

て、国際登録出願において標準文字の宣言を希望される場合には、Madrid e-Filing で

はなく、従来どおり書面のMM2 様式で出願を行ってください。 

 

https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/tetuzuki/document/madopro-jitsumu-text/madopro-jitsumu-3.pdf#page=13
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/tetuzuki/document/madopro-jitsumu-text/madopro-jitsumu-3.pdf#page=11
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標章イメージのアップロードについては次ページ「基礎出願／登録が図形商標の場

合」のイメージの差し替え操作を確認してください。 

 

 

4.7.2 基礎出願／登録が「図形商標」の場合 

Basic application or registration の画面で基礎情報をインポートにより入力した場

合、Mark欄の Type が「Figurative」として表示されます。また、Image 

representation欄にインポートされた標章イメージが表示されます。手動で基礎情報

を入力した場合は、Mark欄の Typeは Figurativeを選択し、Image representation欄

に標章イメージをアップロードしてください。 

 

商標がカラーである場合は、「The mark is in color」（緑枠）にチェックを入れま

す。チェックを入れることにより、カラー料金が適用され、国際登録出願の手数料が

「4.14 Fee calculations で手数料を確認」において計算されます。商標がカラーであ

るにもかかわらずこの枠にチェックが入っていない場合、カラー料金で計算されず、

WIPOから料金欠陥通報が送付されますのでご注意ください。 

なお、カラー料金が適用されるか否かの判断は、本チェックの有無にかかわらず、

WIPO国際事務局に出願が送付された後、WIPO国際事務局により行われます。 

 

 
 

インポートによりイメージが取り込まれないなどの場合は、「ファイルを選択」ボ

タンからイメージファイルを選択し、「Upload」ボタンをクリックするとイメージが

画面にアップロードされます。 

「ファイルを選択」ボタンをクリックし、アップロードするファイルを選択して

「開く」をクリックします。 
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選択後、ボタンの横にファイル名が表示されたら、「Upload」ボタンをクリックし

て、イメージを画面に取り込みます。 

 
注意： 

Madrid e-Filingが推奨する標章イメージの画像サイズおよび解像度は、「画像サイ

ズ：20 x 20 cm以内」、「解像度：266 dpi または 300 dpi」となります。 

また、画像ファイルの形式は、jpeg またはtiff としてください。本国官庁では表示さ

れた画像情報にて目視にて本国認証を行いますが解像度等の確認は行いません。添付

する画像のサイズ・解像度等のWIPOでの取り扱いの詳細については、WIPOにお問い

合わせください。 

 なお、Image representation に表示される標章イメージは、取り込まれた画像のイ

メージを示すものであり、システムの仕様上、実際にシステムに取り込まれている標

章イメージよりも画像が粗く表示される場合があります。 
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4.7.3 基礎出願／登録が「立体商標」、「音商標」、「色彩のみからなる商標」の場合  

 Mark欄のTypeをそれぞれ立体商標の場合は「3-D」、音商標の場合は「Sound」、

色彩のみからなる商標の場合は「Color」を選択してください。Sound の場合、MP3 添

付の表示がなされますが、音声ファイルを添付して本国官庁に提出することはできま

せん。必ずイメージデータのみで提出してください。また、基礎情報をインポートし

た場合は、Image representation欄にインポートされた標章イメージが表示されます

が、インポートによりイメージが取り込まれない場合は、前述「4.7.2 基礎出願／登録

が図形商標の場合」のアップロード操作を参照してください。 

 
 

 

4.7.4 基礎出願／登録が「動き商標」の場合 

 Mark欄の Type を「Figurative」にしてください。また、基礎出願又は基礎登録に

係る動き商標を表す図又は写真が複数ある場合には、その全ての図又は写真について

同一（全体が同一の縮尺度で表され相似形となっているものを含む。その図若しくは

写真の配列については異なっていてもよい。）の標章イメージを Image 

representation欄に添付してください。 

なお、Mark 欄の Type にて Multimedia 及び Motion を選択することはできません。 

 

  

こちらは使用できません 

こちらの欄にイメージデータを添付してください。 
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基礎出願／登録

の標章 

Mark type 

の選択 

Description, if any, as it 

appears in the basic 

mark欄の記載要否 

添付する商標の 

データ 

添付時の 

注意点 

立体商標 3-D 

記載必須 

※基礎出願/登録の【商

標の詳細な説明】欄に記

載がある場合のみ 

イメージデータ － 

音商標 Sound 

記載必須 

※基礎出願/登録の【商

標の詳細な説明】欄に記

載がある場合のみ 

イメージデータ 

音声ファイル

(MP3等)の添付

はできません。 

色彩のみからな

る商標 
Color 

記載必須 

※基礎が出願の場合の

み。 

※基礎が登録の場合は、

Color claim欄に記載必須 

イメージデータ － 

動きの商標 Figurative 

 

 

 

記載必須 イメージデータ 

Mark Typeの選

択をMotion又は

Multimediaにす

ることはできま

せん。 
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■Color claim （色彩に係る主張）             ［MM2 様式：第 8 欄］ 

Color claim欄は特徴的な色彩を主張する欄です。 

 

・Colors claimed （色彩に係る主張）         ［MM2様式：第 8 欄 (a)］ 

「The applicant claims color(s) as a distinctive feature of the mark」（赤枠）にチェ

ックを入れると Color claim欄が表示されます。「Color claimed」の右に表示された

の入力欄（緑枠）に標章に使用されている色彩を入力し、「Add color claim」ボタン

（緑枠）をクリックすると「色彩に係る主張」をすることができます。 

なお、色彩のみからなる商標について商標登録の査定がなされた商標を基礎とする

国際登録出願においては、基礎出願又は基礎登録における「商標の詳細な説明」中の

色彩に係る主張と同一の内容の主張を、当該欄に記載しなければなりません。 

 

  

 
 

・The principal parts that are in color （色彩の主要部分） 

［MM2 様式：第 8 欄 (b)］ 

「色彩について詳細な主張」を入力できます（赤枠）。 

 

https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/tetuzuki/document/madopro-jitsumu-text/madopro-jitsumu-3.pdf#page=11
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/tetuzuki/document/madopro-jitsumu-text/madopro-jitsumu-3.pdf#page=11
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/tetuzuki/document/madopro-jitsumu-text/madopro-jitsumu-3.pdf#page=12
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「Add another color claim」ボタンは使用しないでください。複数の色彩について

主張する場合も、「色彩に係る主張」及び「色彩について詳細な主張」はそれぞれ一

つの欄にまとめて入力するようにしてください。 

 

 

■Transliteration of the mark （標章の音訳）      ［MM2様式：第 9 欄(a) ］ 

標章にラテン文字やアラビア数字以外の文字を含む場合（漢字・ひらがな・カタカ

ナを含む標章等はこれに該当します）は、それらの文字のラテン文字又はアラビア文

字への音訳を提供する必要があります。この場合、音訳の記載は英語の発音に従い、

ラテン文字によって記載する必要があります。 

 
  

■Translation of the mark （標章の翻訳）         ［MM2 様式：第 9 欄(b) ］ 

特定の指定締約国等が求める場合には、標章が翻訳できる言語で構成されている、

又は翻訳できる言語を含むときは、英語、仏語又はスペイン語、若しくは３つの言語

への翻訳を記載することができます｡  

 
シンガポール、米国を指定して、標章が英語本来の意味合いを持たない場合は、The 

words in the mark have no meaning and cannot be translated（赤枠）にチェックを

入れるか、翻訳を記載する方が望ましいとされています［MM2 様式：第 9 欄(c) ］ 

 

 

https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/tetuzuki/document/madopro-jitsumu-text/madopro-jitsumu-3.pdf#page=12
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/tetuzuki/document/madopro-jitsumu-text/madopro-jitsumu-3.pdf#page=12
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/tetuzuki/document/madopro-jitsumu-text/madopro-jitsumu-3.pdf#page=12
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■Description, if any, as it appears in the basic mark （基礎出願又は基礎登録に含

まれる標章の記述）                           ［MM2 様式：第 9 欄(e)(i)］ 

「Description, if any, as it appears in the basic mark」（基礎出願又は基礎登録に含

まれる標章の記述）は、基礎出願又は基礎登録に言語による標章についての記述が含

まれている場合であって、本国官庁がその記載を含めることを求めるときに、基礎出

願又は基礎登録に含まれる標章の記述と同一の内容を、当該欄に英語で記載します。 

 

 

■Voluntary description （任意の標章の記述）     ［MM2 様式：第 9 欄(e)(ii)］ 

「Voluntary description」（任意の標章の記述）は、基礎出願又は基礎登録に言語に

よる標章についての記述が含まれているか否かにかかわらず、出願人が国際登録出願

に任意の標章の記述を含めることを希望するときは、当該欄に英語で記載します。 

 

 

■Verbal elements （標章の言語要素）                ［MM2 様式：第 9 欄(f)］ 

 「Verbal elements」（標章の言語要素）は、WIPO国際事務局が案件特定のために

付与する標章の言語要素について、出願人が自己の認識する言語要素について記載す

ることができる欄です。標章が装飾した文字である場合や標章に多くの文字要素が含

まれる場合等は、WIPO国際事務局が出願人の認識と相違するものを記載する恐れがあ

るため、当該欄に標章の重要な言語要素を記載することが推奨されます。 

なお、Mark欄の Typeを「Combined（組み合わせ）」（画像とテキストのロゴ）

にした場合は入力が必須となります。 

 

 

■The applicant declares to disclaim protection for the following element(s)  

 （出願人は次の要素について保護の放棄を宣言する）   ［MM2様式：第 9 欄(g)］ 

本欄は、標章を構成する一部が識別力を有していないため、その部分につき権利を

主張しない場合に記載してください。基礎出願又は基礎登録に保護の放棄の主張がな

くても記載できますが、一部の指定国だけに主張することはできません。 
 

https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/tetuzuki/document/madopro-jitsumu-text/madopro-jitsumu-3.pdf#page=13
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/tetuzuki/document/madopro-jitsumu-text/madopro-jitsumu-3.pdf#page=13
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/tetuzuki/document/madopro-jitsumu-text/madopro-jitsumu-3.pdf#page=14
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/tetuzuki/document/madopro-jitsumu-text/madopro-jitsumu-3.pdf#page=14
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4.8 Goods and services の入力 
 

■Goods and services （商品及び役務）       ［MM2様式：第 10 欄(a)］ 

「Goods and services」画面では、 

（１）指定商品・役務の入力 

（２）分類のチェック（任意） 

を行うことができます。 

 

（１）指定商品・役務の入力 

「4.2 Basic application or registration の入力」にて手動で基礎情報を入力した場

合は、全て手動で入力してください。インポートにより基礎情報を入力した場合、

「Goods and services」画面を開いた際に、WIPO Global Brand Database からイン

ポートされた指定商品・役務の情報が自動で翻訳されますので、そちらを確認・編集

してください。 

 

（ａ）手動で基礎情報を入力した場合 

New class 行のドロップダウンリストから Class を選択し（赤枠）、「＋」ボタン

（緑枠）をクリックして追加します。 

 
以下のようにClassが追加されます。Classは数字の小さい方から順に表示されるよう

自動で並び替えられます。 

 
 

https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/tetuzuki/document/madopro-jitsumu-text/madopro-jitsumu-3.pdf#page=14
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・「Edit」ボタン（緑枠）を押すと、「Edit terms」が開き、枠内（赤枠）に指定商

品・役務を直接入力できます。

 

 

・「Remove selected terms」ボタン（緑枠）では、指定商品・役務の入力後に、選択

した指定商品・役務（赤枠）を削除することができます。 

 
 

・一番右の「×」ボタン（緑枠）を押すと Class ごと指定商品・役務を削除すること

ができます。 
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（ｂ）インポートにより基礎情報を入力した場合 

「Goods and services」画面を開いた際に、インポートされた指定商品・役務の情報

が自動で翻訳されます。その間、以下のように「Translating」と表示されます。

 
注意 

自動翻訳はMadrid Goods and Services ManagerとGoogle翻訳を使用したもので、そ

のままの表記で本国認証及び国際登録が認められることを保証するものではありませ

ん。意図した英語表記であるか、また全て網羅されているか必ず確認し、必要に応じ

て編集してください。 

 

翻訳完了後、「Class X」部分をクリックすると、区分ごとに英訳された指定商品・役 

務の一覧を表示することができます。 

 
 

翻訳された指定商品・役務を確認、編集、削除する場合は以下を使用します。 

 
・「Bilingual Display」ボタンを押すと、インポートした基礎情報の翻訳前と翻訳後の

情報が表示されます。 
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・「Edit」ボタン、「Remove selected terms」ボタン、「×」ボタンを押した場合は

「（ａ）手動で基礎情報を入力した場合」と同様です。 

 

（２）分類のチェック（任意） 

「Check classification」をクリックすると、指定商品役務の Class（区分）が適切か

Madrid Goods and Services Manager（MGS）と照らし合わせてチェックすることが

できます。Class ごと、又は全 Class を一括でチェックできます。 

 

・Class ごとにチェックする場合 

各 Class を「edit」で開き、「Edit terms」の画面にある「Check classification」（赤

枠）をクリックします。チェック結果が、各指定商品役務の文字色で示されます。 

この画面にはチェック結果の判例は表示されないので、「全 Class を一括でチェック

する場合」を参照してください。 

 
 

・全 Class を一括でチェックする場合 

Goods and Servicesの下にある「Check classification」（赤枠）をクリックします。 
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チェック結果の凡例が「Check classification」ボタンの下部に表示されます（赤

枠）。各 Class をクリックして展開すると、各指定商品・役務の左端にチェック結果

が表示されます（緑枠）。 

 
 

各指定商品・役務の表示の右に「？」マーク（青枠）が付されている場合、「？」

マークをクリックして、より適切な選択肢（範囲を拡張も縮小もしないもの）がある

か、候補を確認することができます。 
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 適切な区分であると判定されなかった指定商品・役務の表示は、必ずしもWIPO国際

事務局から欠陥通報が来ることを意味するものではありません。しかし、そのような

指定商品・役務を特定しておくことは、欠陥通報を回避するために有効な手段です。 

 

Madrid Goods & Services Managerについては以下も確認してください。 

Madrid Goods & Services Manager：よくある質問 

https://webaccess.wipo.int/mgs/static/faq-jp.html#toc 

 

注意事項  

チェック結果は、あくまで参考情報として利用してください。また、チェック結果

は、本国官庁が基礎出願又は登録の商品・役務に包含されるものとして認証できるこ

とを確認・保証するものではありません。 

https://webaccess.wipo.int/mgs/static/faq-jp.html#toc
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4.9 Limitations の入力 
 

■Limitations （商品及び役務）                 ［MM2様式：第 10 欄(b)］ 

「Limitations」画面では、指定国ごとの指定商品・役務の限定を入力することがで

きます。限定が不要であれば、入力せずに次の画面に進んでください。 

 

（１）「Add limitation」ボタンをクリックします。 

 

（２）Designations の選択 

Designationsのプルダウンに「4.3 Designations の入力」で選択した指定締約国が選

択肢として表示されるので、限定を行う指定国を選択（赤枠）し、「＋」ボタン（緑

枠）をクリックして追加します。複数の指定国で指定商品・役務の限定内容が全クラ

スで同じ場合、それらの国を選択して追加します。 

選択した国は、Designations の下に表示されます（赤枠）。 

https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/tetuzuki/document/madopro-jitsumu-text/madopro-jitsumu-3.pdf#page=14
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（３）Class の選択 

プルダウンに「4.8 Goods and services の入力」で入力した Class が選択肢として表

示されるので、Class を選択（赤枠）して「＋」ボタンで追加（緑枠）します。 

 

（４）Goods and services の編集 

「4.8 Goods and services の入力」で入力した指定商品・役務が全て入力されていま

すので、変更する必要がある場合は、「Class X」部分をクリックで展開して「Edit」

をクリックし、編集します。 

「4.8 Goods and services の入力」と同様に Check Acceptance（赤枠）をクリック

すると、指定商品役務の Class（区分）が適切かMadrid Goods and Services 

Manager（MGS）と照らし合わせてチェックすることができます。チェック結果の凡

例は表示されませんので、「4.8 Goods and services の入力」を参照してください。 
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限定を行う場合、限定を行う指定国について指定したい全ての Class をこの画面で

追加する必要があります。一部の Class の指定商品・役務の表示を修正し、残りの

Class については変更せずに指定する場合、変更がない Class についても、ドロップダ

ウンリストから選択し（赤枠）、「＋」ボタン（緑枠）をクリックして追加します。

追加した Class について、初期表示では、「Goods and Services」画面で指定したそ

の Class 内の全ての商品・役務が含まれます。 

なお、各 Class は、Madrid e-Filing に入力した順に表示され、システムによる昇

順・降順の並び替えはされません。 

 
特定の Class の指定商品・役務が、Goods and Services と同一の場合は、後に

「Validation」画面から確認する国際登録出願のコピー（Summary）において、「no 

change from main list」と表示されます。 

 

（５）他の limitation の追加 

「add another limitation」ボタンをクリックすると、別の指定国に対する限定リスト

を作成することができます。 

なお、各指定国は、Madrid e-Filing に入力した順に表示され、システムによる昇

順・降順の並び替えはされません。 
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4.10 Claimed priorities の入力 
 

■Claimed priorities （パリ条約による優先権の主張）    ［MM2 様式：第 6 欄］ 

「Claimed priorities」画面に遷移すると、国際出願の作成日が基礎商標の出願日か

ら 6 ヶ月を経過していない場合には、優先権主張が表示されます。 

優先権主張を行わない場合は、画面左上の「×」ボタン（赤枠）をクリックして、

優先権主張を削除することができます。 

 
 

優先権主張が表示される場合、初期表示では「4.8 Goods and servicesの入力」で

入力した全クラスの全ての指定商品と役務が優先権主張の対象に含まれます。全ての

指定商品・役務の優先権主張をする場合、この後に説明する操作を行う必要はありま

せんので、次の画面に進んでください。 

優先権主張が複数存在する場合や、一部の Class、指定商品・役務のみ優先権主張す

る場合には、特定の Class または特定の Class の指定商品・役務を編集することによ

り、優先権主張にかかる指定商品・役務の範囲を指定することができます。 

 
  

https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/tetuzuki/document/madopro-jitsumu-text/madopro-jitsumu-3.pdf#page=9
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優先権主張の内容を編集する方法は次のとおりです。 

Class の横にある矢印（赤枠）をクリックすると、その Class 内の全ての指定商品・

役務を優先権主張の対象とし、右側のリストに移動します。 

各指定商品・役務毎に指定する場合は、左側のリストの指定商品・役務の表示をク

リックしてからその横の矢印（緑枠）をクリックして右側のリストに移動させます。 

 

 
 

優先権主張を追加する際は、画面右下の「Add」ボタンをクリックします。 

 

 
 

国際出願の作成日が基礎商標の出願日から6ヶ月以上経過している場合、優先権の主
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張は表示されません  
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4.11 Seniority claim の入力 

（EUIPO を指定国官庁とする場合） 
 

■Seniority claim （優先順位の主張）                   ［MM17 様式］ 

「Seniority claim」画面は、EUIPO を指定国とした場合のみ表示されます。 

欧州連合の領域内においてすでに登録されている先行商標の優先順位の主張を追加

することができます（優先順位の主張は任意です）。優先順位の主張をしない場合

は、次の画面に進んでください。 

 

入力するには、「Add seniority」ボタンをクリックします。 

 
国際登録出願の願書に優先順位の主張を追加するには、赤いアスタリスク*で示され

た必須項目を入力する必要があります。複数入力する場合は「Add another seniority」

ボタンをクリックして追加することができます。 

 

https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/tetuzuki/document/madopro-jitsumu-text/madopro-jitsumu-3.pdf#page=21
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4.12 Declaration of Intention to use の入力 

（米国を指定国官庁とする場合） 
 

■Declaration of Intention to use （標章の使用意思の宣言）         ［MM18 様式］ 

「Declaration of Intention to use」画面は、米国を指定国とした場合のみ表示され

ます。 

米国を指定国とする場合は、作成が必須です。表示された MM18フォームの赤いア

スタリスク*で示された必須項目を入力します。 

 
  

https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/tetuzuki/document/madopro-jitsumu-text/madopro-jitsumu-3.pdf#page=19
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申請人がサインしたＭＭ18 のファイルを添付して提出することも可能です。その場

合、この画面において日付欄には任意の日付を選択し、日付以外の必須項目欄には

「X」を入力し、この画面では MM18 を作成しない意思を明らかにしてください。申

請人がサインしたＭＭ18 のファイルの提出方法は、次の「4.13 Attachments での関連

ファイルの添付」を参照してください。 

 

注意 

共同出願の場合には、全ての出願人を代表して一人の出願人が署名して MM18 を作

成します。出願人の人数分の MM18 を作成する必要はありません（Madrid e-Filingの

システム上から作成できるのは画面上に表示される一通のみです）。 
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4.13 Attachment s での関連ファイルの添付 
 

「Attachments」画面では、国際登録出願に関連するファイルをアップロードして添

付することができます。 

国際登録出願について、本国官庁である日本国特許庁に「上申書」を提出する場合

や、申請人がサインしたＭＭ18 のファイルを提出する場合は、この画面からファイル

をアップロードして提出してください。 

 

 
 ファイルを添付するには、「＋Add files...」ボタン（赤枠）をクリックし、表示され

るウィンドウでアップロードするファイルを選択します。 

 

 

ファイルを選択後、ファイル名の右側に表示される「Start upload」ボタン（赤枠）

を押して添付します。複数のファイルを選択する場合は、「Start all uploads」ボタン

（緑枠）でまとめて添付することが可能です。 

 

 なお、「4.12 Declaration of Intention to use の入力（米国を指定国官庁とする場

合）」で必要事項を入力すると、Attachments として「MM18Report.pdf」が自動で

作成されます。この PDF には、システムにより自動で入力される項目（基礎出願・基
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礎登録・出願人/名義人氏名（名称））がありますが、いずれの項目も、複数であって

も１つのみが PDF に入力されます。 

申請人がサインしたＭＭ18 のファイルを提出する場合は、「MM18Report.pdf」は

そのままにして、この画面でファイルをアップロードします。ファイル名は

「MM18Report.pdf 」以外の半角のみで構成される名称（例：「MM18.pdf」にして

ください。  
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4.14 Fee calculations で手数料を確認 
 

■Fee calculations （手数料計算）        ［MM2 様式：FEE CALCULATION SHEET］ 

「Fee calculations」 画面では 国際登録出願の手数料を確認することができます。 

本画面には、本国官庁手数料を含む、WIPO 国際事務局に支払う手数料が表示されま

す。 

 
 

「Show fees details」（赤枠）をクリックすると、国際登録出願に関連する手数料

の内訳がすべて表示されます。「National fee」欄の「Handling fees」が本国官庁手

数料です。 

Madrid e-Filing を利用して出願する場合には、本国官庁手数料を含む WIPO国際事

務局に支払う手数料は Madrid e-Filing 上で選択した支払い方法でスイスフランにて支

払います。 

 

https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/tetuzuki/document/madopro-jitsumu-text/madopro-jitsumu-3.pdf#page=17
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注意 

「International fees (individual part)」欄の手数料の計算結果は、本画面を表示した

日に有効な各国手数料に基づいて計算されます（一度出願を中断して後日編集を再開

した場合、その日に有効な手数料で計算された結果が表示されます）。 
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4.15 Disclaimers の確認 
 

「Disclaimers」画面には、日本国特許庁を本国官庁として国際登録出願を行う場合

の注意事項が表示されます。 

 

 

National disclaimers 欄に記載された事項を確認し、「I have read and agree with 

the information above」（上記の内容を確認し、同意します）のチェックを入れる

と、次の画面に進むことができます。 
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4.16 Validation における最終確認 
 

「Validation」画面にて、入力が完了した国際登録出願のコピーを PDF 形式でダ

ウンロードすることができます。 

本国官庁への提出前であれば、1 件目の基礎商標の番号及び日付を除き、各画面

の情報をいずれも修正することが可能です。本国官庁に提出した後は、本国官庁か

ら不備連絡又は WIPO からの欠陥通報を受領した場合を除き、内容を修正すること

はできません。本国官庁への提出前に今一度内容を確認してください。 

なお、ダウンロードした PDF を印刷して本国官庁である日本国特許庁に提出して

出願することはできませんのでご注意ください。書面にて日本国特許庁へ出願する

場合は、MM2 様式を使用して国際登録出願を作成してください。 
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4.17 Payment で手数料を支払う 
 

「Payment」画面では、国際登録出願の手数料の支払いを行います。 

 

「Payment」メニューを開くと、以下の「WIPO Pay」の「Invoice」画面に自動で

遷移します。 

「Choose payment method」（赤枠）で支払い方法を選択し、「Pay」ボタン（緑

枠）を押します。利用可能な支払い方法は、銀行振込、クレジットカード、WIPO予納

口座、PayPalです。その後、画面の指示に従って進んでください。 

 

  



Madrid e-Filing User Guide                                                                                                            77 

 

（例）WIPOへの銀行振込を選択する場合 

「Choose payment method」で「Bank transfer」 を選択し「Pay」ボタンを押す

と、以下の「Invoice」画面が表示されますので「Send」（緑枠）を押します。 

※「Pay」ボタンを押して「Invoice」画面が表示された後は、「Go Back」ボタンを

押した場合でも出願画面には戻らず、本国官庁に出願が提出されてしまう場合があり

ます。必ず出願が確定してから「Pay」ボタンを押すようにしてください。 

 
メールで銀行振込時に必要となる IRPI-から始まる Reference 番号等が記載されたイン

ボイスが届きますので、速やかにWIPOへ支払手続を行ってください。銀行振込を行

う際は、外国送金依頼書の「受取人あて連絡事項」の欄に必ず Reference 番号を記載

してください。出願提出前に銀行振込を行っても、Madrid e-Filingの出願時の画面上

で、支払日等の連絡事項を入力することはできませんのでご注意ください。 

 

 ※「Send」を押した後は本国官庁に出願が提出されます。当該出願をなかったこと

にするには、出願を取り下げる旨の書面（国際出願取下書）により手続いただきます

ので、内容をよくご確認の上で出願してください。 

 

注意事項 

本国官庁への手数料の支払いについて 

Madrid e-Filingを利用して国際登録出願をする場合には、本国官庁手数料を含む国際

登録出願に係る手数料は Madrid e-Filing 上で選択した支払い方法でスイスフランにて

支払います。本国官庁手数料を日本国特許庁へ支払うことはできませんのでご注意く

ださい。 
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Madrid e-Filing のシステム仕様上、出願人による手数料の支払いが完了するまで、本

国官庁は WIPO に出願を送付することができません。手数料の支払いを銀行振込によ

り行う場合には、出願後、速やかに WIPO の指定口座に振込手続を行ってください。 
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4.18 Summary  
 

支払手続が完了すると、国際登録出願が本国官庁に提出され、「Summary」

画面が表示され、提出された国際登録出願の PDF をダウンロードできます。 

国際登録出願が本国官庁に提出されると、申請人は支払確認と国際登録出願

提出のメールをそれぞれ受け取ります。両メールには、関連する支払と出願の

詳細が記載されています。 

 

 
 
 

支払確認メールのイメージ 
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国際登録出願提出メールのイメージ  

 
 

「My portfolio」ボタンをクリックすると、案件一覧画面に戻ります。本国官庁へ

の提出が完了した国際登録出願の状態は、Status列で確認ができます。提出後は

「Submitted to Office」に変更されています（赤枠）。手数料の支払いのステータ

スは Paid列に表示されます（緑枠）。 

 
 

また、該当案件の「eDossier」画面に表示される「Submitted application」をク

リックすることで、本国官庁に提出された国際登録出願のコピーを PDF 形式でダウ

ンロードすることができ、出願の内容を確認することができます。 
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なお、国際登録出願を本国官庁に提出した後は、作業権限は本国官庁にあるた

め、申請人側で出願の内容を編集することはできません。本国官庁により不備連絡

がされた場合に（「5.1 本国官庁からの不備連絡への応答」参照）、修正が必要と

された画面に限り申請人側で内容を修正することが可能となります。 
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5. 不備連絡・欠陥通報 
 

本セクションでは、Madrid e-Filing 上で本国官庁からの不備連絡、WIPOからの

欠陥通報に応答するための手順を説明します。 

本国官庁での審査（本国認証）において修正すべき不備が見つかった場合、本国

官庁から申請人に修正依頼が出されます（⇒5.1 へ）。 

本国官庁での本国認証完了後、本国官庁より WIPOに国際登録出願が提出される

と、申請人にその旨が通知されます（⇒5.2 へ）。 

WIPOでの審査において是正すべき不備が見つかった場合、WIPO から申請人に

欠陥通報が通知されます（⇒5.3 へ）。 

 

5.1 本国官庁からの不備連絡への応答 
 

本国官庁により修正依頼が出されると、申請人に通知メールが届きます。この通

知を契機として、申請人はMadrid e-Filingにログインし、修正依頼の対象である国

際登録出願の情報を確認します。 

 

通知メールのイメージ 
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不備の修正依頼が出された案件は、申請人の「My portfolio」の一覧情報画面で

Statusが Correction pending になっています。該当案件の右端にある歯車のアイコ

ンをクリックして案件情報の詳細を表示し、「Display irregularities」ボタンをクリ

ックして不備内容を表示します。 

 

 

「Display irregularities」ボタンをクリックすると、「Validation」画面が開き、

本国官庁より提起された全ての不備が表示されます。例では、「Applicants」画面

と「Goods and services」画面に不備がある旨通知されています。 
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左に縦に並んでいるメニューから、不備の指摘を受けているそれぞれの画面をク

リックして遷移し、不備として指摘されている情報を確認し、必要に応じて修正し

ます。申請人は、本国官庁により不備があると判断された画面についてのみ修正可

能です。その他の画面の内容については修正することはできません。 

 

（例）「Applicants」画面の不備の対応 

 

（例）「Goods and services」画面の不備の対応 
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本国官庁が申請人からの回答を求める設定をしている場合 

「Validation」画面で Answer欄が表示されます。修正依頼の該当部分を確認・修正

後、回答を付してから送付することができます。 

 
 

添付物件の追加提出を本国官庁が求める設定をしている場合 

「Attachments」画面に添付を求める旨の不備が付されます。通知内容に従い、ファイ

ルを添付して応答してください。 
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 該当箇所を確認し、情報を修正後、「Validation」画面に戻り、「Send」ボタンを押

すと本国官庁に提出されます。 

 

 
 

「Send 」ボタンを押すと確認メッセージの表示なく本国官庁に提出されますのでご

注意ください。 
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5.2 本国官庁から WIPO 国際事務局への提出 
 

本国官庁での本国認証が完了し、WIPOに国際登録出願が提出されると、申請人

に通知メールが届きます。 

 

通知メールのイメージ 

 
 

また、申請人の「My portfolio」の一覧情報画面の本件の Statusが「Submitted 

to WIPO」または「WIPO Processing」に変わります。 

 
 

Madrid e-Filing による出願については、商標法第 68 条の 3 第 3項に基づく国際

事務局に送付した国際登録出願の願書の写しの送付はありません。申請人は、

Madrid e-Filingにおいて、該当案件の「eDossier」画面に表示される「Certified 

application」をクリックすることで、WIPO 国際事務局に提出された願書の内容を
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いつでも確認することができます。
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5.3 WIPO 国際事務局からの欠陥通報への応答 
 

国際登録出願がWIPOに提出されると、WIPOの審査官による審査が行われ、是正す

べき欠陥がある場合には、欠陥通報が発せられます。欠陥通報が発せられると、国際

出願時に申請人により入力された電子メールに欠陥通報のコピー（Registered Email）

が通知されます。 

 

 
 

WIPOから欠陥通報が発せられた案件は、申請人の「My portfolio」の一覧情報画

面で Statusが「Irregularity pending」になっています。本国官庁からの不備連絡に

応答する際と同じく、該当案件の右端にある歯車のアイコンをクリックして案件情

報の詳細を表示し、「Display irregularities」ボタンをクリックして不備内容を表示

します。 

 

 
「Display irregularities」ボタンをクリックすると、「WIPO irregularities」画面に

遷移します。 
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欠陥通報の内容を確認し、Answer 欄に回答を入力してください。回答の際、整理

番号等の書誌情報を入力する必要はありません。また、「意見書」書面1の特許庁への

別途の提出は不要です。 

 なお、仕様上、linguistically incorrect の指摘の場合に、Answer欄が２つ出てきま

す。２つ目の Answer欄に「上記回答のとおり」と英語で記載する等してください。 

 

 
 

 

欠陥通報の応答期限について 

欠陥通報には、主に、[1]指定商品役務の分類又は表示に関する欠陥通報（Rule12, 

13）、 [2]手数料に関する欠陥通報（Rule11）、[3]その他の欠陥通報があります。欠

陥通報の解消期限は、通常国際事務局による欠陥通報の発行日から 3 月ですが、上記

の欠陥通報のうち[1] 指定商品役務の分類又は表示に関する欠陥通報（Rule12, 13 ）に

ついては、欠陥通報の発行日から 30 日を目安に回答を提出するようにしてください。

提出後、本国官庁において、応答後の商品役務が基礎出願/登録の範囲を超えないか確

認します。上記の提出期限は、本国官庁における応答内容の確認と、応答に不備があ

った場合の出願人/代理人への連絡に要する時間を考慮して設定しています。 

 

 

 
1 MM2様式の書面出願により国際登録出願を行った場合に、欠陥通報への応答の際に提出する書面 
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入力後、「Validation」画面へ遷移し、欠陥通報の応答を、本国官庁に提出すること

ができます。 

 
 

 

 

注意事項 

Madrid e-Filing で出願した場合は、WIPO に直接応答するものを含め、欠陥は

Madrid  e-Filing にて応答します。欠陥の応答はすべて本国官庁に提出され、本国官庁

から WIPO に提出されます。
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6. 国際登録 
 

国際登録出願が国際登録されると、「My portfolio」の一覧画面上のステータスが

「WIPO Processing」から「Registered」に変更されます。歯車のアイコンをクリッ

クすることで、申請人は国際登録番号（IRN）を確認することができます。IRN をクリ

ックすると、新しい画面でMadrid Monitorが開きます。 

 
 

 
 

 
 
 

 

https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/

